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2025年 5月 No.49 

長期安定適格太陽光発電事業者制度の概要及び電気主任技術者制度
への影響 

弁護士 藤本 祐太郎 
弁護士 松田 悠   

第１ はじめに 

2025 年 4 月 1 日より、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則（以下「施行規則」
といいます。）及び関連規定が改正され、「長期安定適格太陽光発電事業者制度」が施行されることとなりました。
この制度は、基準を満たす太陽光発電事業者を「長期安定適格太陽光発電事業者」（以下「適格事業者」といいま
す。）として認定し、各種施策における一定の特例を認めることで、太陽光発電の長期安定電源化を促進するもの
です。 
本ニュースレターの前半では、こうした適格事業者の認定基準や適用される特例等につき概説します。 
また、適格事業者に適用される特例の中には、電気主任技術者制度に関する特例が含まれます。近年、電気主任

技術者の不足が非常に深刻な問題となっていると指摘されています。電気工作物の設置者は、一つの事業場に一人
の常駐の電気主任技術者を選任することが電気事業法上義務づけられることが原則となっているところ、再生可能
エネルギー発電設備への新規投資の拡大のためにはこの電気主任技術者制度の柔軟化及び効率化が急務となって
います。 
こうした背景を受けて、適格事業者に対しては電気主任技術者の統括制度の利用が緩和されることとなりました。

具体的には、現行の統括制度では、原則として同一の設置者の複数の事業場において一人の電気主任技術者が統括
して電気工作物を管理・監督する仕組みとされているところ、適格事業者が統括制度を利用する場合には、設置者
の同一性に関する要件が緩和されました。現在、統括制度の利用は電気主任技術者の各選任形態のうちわずか 2％
程度にとどまっていますが 1、この新たな緩和措置を受けて利用の拡大が期待されます。 
本ニュースレターの後半では、こうした長期安定適格太陽光発電事業者制度による電気主任技術者制度への影響

についても概説いたします。 
 

第２ 長期安定適格太陽光発電事業者制度 

1. 長期安定適格太陽光発電事業者制度の概要 

（1） 導入の経緯 
2050 年カーボンニュートラルの達成に向けて、FIT/FIP 制度に基づき国民負担による支援を受けて導入された

既設再エネ電源が FIT/FIP による支援期間の終了後においても長期安定的に再エネ発電事業を継続することが重
要であるとされているところ、特に、多極分散型構造にある太陽光発電については、政策による集約化・安定化の
必要性が高いと指摘されていました。そこで、長期安定的に太陽光発電事業を継続できるプレーヤーを「長期安定

 
1 経済産業省産業保安グループ電力安全課「電気主任技術者制度について」3頁（2023年 3月） 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/pdf/013_01_00.pdf


 

- 2 - 

 

Ⓒ 2025 Nagashima Ohno & Tsunematsu 
 

適格太陽光発電事業者」として政府が認定する仕組みを導入し、認定された「長期安定適格太陽光発電事業者」に
対して制度上の事業集約促進策を実施することが検討され、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措
置法施行規則の一部を改正する省令（令和 7年経済産業省令第 22号）によって 2025年 4月 1日に施行されまし
た。 
 
（2） 制度の概要 
太陽光発電の長期安定電源化を促進するため、経済産業大臣が太陽光発電を社会に定着させる役割を担うことの

できる責任あるプレーヤーを「長期安定適格太陽光発電事業者（適格事業者）」として認定します 2。「太陽光発電
を社会に定着させる役割を担うことのできる責任あるプレーヤー」として認められる認定基準のポイントは以下の
とおりです。また、適格事業者に対しては大要以下のような特例等の施策が行われ、これにより、多極分散構造に
ある太陽光発電事業が集約され、効率的に運用されていくことが期待されています。 
認定基準については以下の 2.で、特例等の施策については以下の 4.で詳述いたします。 
 

3 
 
なお、長期安定適格太陽光発電事業者制度は、太陽光発電事業の小規模かつ多極分散の構造に対処するものであ

るため、太陽光発電事業のみを対象としています。小規模・多極分散構造が当てはまらない風力、バイオマス等他
の再エネ電源については、現時点では長期安定適格太陽光発電事業者制度の対象ではありません。 
また、適格事業者の認定を得るための申請は、申請書に記載して資源エネルギー庁に提出することにより行うも

のとされており、その詳細は資源エネルギー庁のウェブサイトで公表されています 4。 
 

2. 認定基準 

適格事業者は、適切な再投資等を行いながら、次世代にわたって自立的な形で、太陽光発電を社会に定着させる
役割を担うことのできる責任ある太陽光発電事業者であるとされています。適格事業者の認定を受けるためには上
記１.に記載のポイントを具体化した、施行規則第 4条の 2の 4第 2項各号及び資源エネルギー庁の「説明会及び
事前周知措置実施ガイドライン（2025年 4月改訂）」（以下「説明会ガイドライン」といいます。）に記載の認定基
準に適合することが求められます 5。以下の表に当該基準を抜粋いたしました。 
なお、適格事業者については、子会社等を通じた出資・保有等の形態による事業実施も想定されています。その

ため、企業グループの親会社等に適格事業者の認定を付与する際に、①一部の基準については、その子会社等も含
めて基準適合性の判定を行った上で、②子会社等も適格事業者への支援策を受けられるようにすることが想定され
ています。 
 
 

 
2 施行規則第 4条の 2の 4第 2項 
3 資源エネルギー庁のウェブサイト  
4 資源エネルギー庁のウェブサイト（長期安定適格太陽光発電事業者認定申請書の記載要領） 
5 説明会ガイドライン 32頁、33頁 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/tekikaku.html
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/tekikaku/kisai_youryo_tekikaku.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
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 条文 基準 

①  
施行規則 

第 4条の 2の 4
第 2項第 1号 

申請者及び申請者を密接関係者とする者が、再エネ発電事業 6を営むに当たって、関
係法令の規定を遵守していること 7。 

②  
施行規則 

第 4条の 2の 4
第 2項第 2号 

申請者が、太陽光発電事業 8を特に長期的かつ安定的に実施するために必要な能力、
経験及び管理に係る体制を有すること。具体的には、次の要件を満たすこと。 
（i） 能力及び経験 

申請者及び申請者を密接関係者とする者が、次の太陽光発電事業（運転開始
済みのものに限る。）について、合計 50,000kW以上の実績を有すること。 
（ア）FIT/FIP認定を受けていない事業 
（イ）新規 FIT/FIP認定の日が 2017年以降に属する事業 

（ii） 管理に係る体制 
申請者が次のいずれかに該当し、かつ、太陽光発電事業における地域との共
生及び保安の確保に関する取組方針 9について申請者自身が設置するインタ
ーネット上の主たるホームページに掲載していること。また、毎年度、適格
事業者としての活動状況等について、経済産業大臣に報告すること。 
（ア）その株式を金融商品取引法第 2条第 16項に規定する金融商品取引所

において上場している株式会社 10 
（イ）地方公共団体の出資を受けている者 

③  
施行規則 

第 4条の 2の 4
第 2項第 3号 

申請者が、太陽光発電事業を特に長期的かつ安定的に実施することに関する目標を定
めていること。具体的には、次の要件を満たすこと。 
（i） 申請者の中期経営計画等において、一定規模以上の太陽光発電事業を集約

し、集約した事業を含めて、長期間にわたって太陽光発電事業を継続する旨
のコミットメントを行っていること 11。 

（ii） 当該コミットメントにおいて、集約する太陽光発電事業の容量及び事業継続
する期間に係る定量的な目標を定めていること。 

（iii） 毎年度、当該目標とその進捗状況に対する評価を行い、評価結果について、
申請者自身が設置するインターネット上の主たるホームページに掲載する
こと。 

 
6 FIT/FIP制度を利用しないものや自家消費を行うものを含みます。 
7 認定を受ける事業者のみならず、その事業者を密接関係者とする者も要件を満たす必要があるため留意が必要です。 
8 FIT/FIP制度を利用しないものや自家消費を行うものを含みます。 
9 説明会ガイドラインや事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）等も参考にしながら、地域の住民とのコミュニケーションや周辺環
境への配慮に関する取組や、電気事業法に基づく各種の保安規制を遵守するための取組等について、申請者の取組方針（申請者を密接
関係者とする者のうち当該取組方針の対象となる者の一覧を含みます。）を公表することとされています（説明会ガイドライン 33
頁）。 
10 申請者の議決権の全てを保有する株主が上場会社であり、かつ当該株主が上記表の認定基準の①（法令遵守）及び④（欠格事由に
該当しないこと）を満たす場合、申請者が（ア）の上場会社の要件を満たすものとして取り扱われます（但し、当該株主が議決権を保
有する者の中に、適格事業者の認定を受けている者又は申請している者が他にいる場合を除きます。）（説明会ガイドライン 33頁）。 
11 少なくとも低圧電源についてのコミットメントを行うことが必須となります（説明会ガイドライン 33頁）。 
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④  
施行規則 

第 4条の 2の 4
第 2項第 4号 

申請者及び申請者を密接関係者とする者が、次のいずれにも該当しないこと。 
（i） 再エネ特措法第 13条の規定による改善命令を受けた者であって、当該命令

に係る違反の改善に必要な措置をとっていない者 
（FIT/FIP制度に基づく改善命令） 

（ii） 再エネ特措法第 15条の規定により認定を取り消され、その取消しの日から
2年を経過しない者（FIT/FIP認定取消） 

（iii） 再エネ特措法第 15 条の 6 第 1 項の規定による積立命令（交付金の一時停
止措置）を現に受けている者（FIT/FIP交付金の一時停止措置） 

 
このうち、基準としては、②（ii）（管理に係る体制）が、上場又は地方公共団体の出資が必要という点で、充足

できるケースが比較的限定されており、再エネ事業者の中でも利用可能な主体はそれなりに限られると考えられま
す。また、③の中期経営計画等への反映は、事業者によっては準備・調整が重い負担となるケースがあるため留意
が必要です。 
 

3. 適格事業者の認定の取消し等 

適格事業者が認定基準に適合しなくなった場合には、適格事業者の認定の取消しの対象となるため（施行規則第
4条の 2の 4第 4項）12、適格事業者は認定を得たあとも、継続して認定基準を満たし続けることが必要です。特
に、②（ii）毎年度、認定基準のうち適格事業者としての活動状況等について経済産業大臣に報告すること、③（iii）
毎年度、集約する太陽光発電事業の容量及び事業継続する期間に係る定量的な目標とその進捗状況に対する評価を
行い、評価結果について、申請者自身が設置するインターネット上の主たるホームページに掲載すること等の継続
的なアクションを要するものについて、忘れずに履行することが必要となります。 
また、換言すれば、適格事業者になると、地域との共生や保安の確保に係る取組方針、集約する太陽光発電事業

に係る定量的な目標に対する評価結果といった事項の継続的な公表が必要となるため、制度の利用にあたっては、
これらの負担と以下の 4.に記載の施策によって得られるメリットとを比較検討する必要があると考えられます 13。 
さらに、適格事業者でなくなった場合には、以下の 4.で示すような特例の適用がなくなり、電気主任技術者の選

任や廃棄等費用の積立について特例を利用していた案件については、原則ルールでの運用に戻す必要が生じると思
われるため、留意が必要です。 
 

4. 適格事業者への施策 

適格事業者の認定を受けた者への施策としては、以下のものが用意されています。 
 

① FIT/FIP変更認定時の説明会規制の緩和（ポスティング等の事前周知措置の許容） 
2024年 4月施行の改正再エネ特措法により、一定の電源については、FIT/FIP認定時・重要な事項に

関する FIT/FIP 変更認定時等に住民説明会の開催が必要となりました。この住民説明会は、それ自体開
催の要件が厳格であるのみならず（説明項目や説明内容が多岐に亘る等）、FIT/FIP 認定や変更認定の事
前審査におけるチェックも極めて厳格に運用されており、説明会のやり直しが求められるケースも生じ
ています。特に発電プロジェクトにおいては、事業の過程でプロジェクトに何らかの変更が生じる可能性
が高いため、コスト負担、関係者の予定調整や開催案内・申請までの待機期間に関するスケジュール等、
プライマリー・セカンダリー案件双方において住民説明会の開催義務がプロジェクトに対する相応の負

 
12 資源エネルギー庁パブリックコメント「『再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
案等』に関する意見公募の実施結果について」（2025年 3月）6番 
資源エネルギー庁パブリックコメント「『事業計画策定ガイドラインの改正案等』に関する意見公募の実施結果について」（2025年 4
月）22番 
13 なお、適格事業者の認定を取得した場合に、資源エネルギー庁からの認定取消を受けることなく、自主的に適格事業者を廃止する
ことができるかどうかは、現時点の公開資料からは明らかではありません。 

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000289151
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000289151
http://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000290903
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担となっています。 
これに対し、適格事業者や適格事業者を密接関係者とする者（適格事業者等）であれば、再エネ発電事

業計画の重要な事項を変更する場合は、説明会の開催が求められる規模（50kW以上）の太陽光発電であ
っても、原則として、説明会以外の手法での事前周知措置（ポスティング等）を実施することが認められ
ます。なお、ポスティング等の事前周知措置を行う場合であっても認定申請日の 3 ヶ月前までに行う必
要があること 14、対象の住民に対して説明会を開催する場合に配布される資料と同じ説明項目及び説明
事項を周知する必要があること 15から、事前周知措置をとる場合であっても一定の負担があることに留
意する必要があります。 
一方、発電設備の設置場所が施行規則第 4条の 2の 3第 1項第 1号イに定める特定区域 16に該当する

場合には、適格事業者等であっても、引き続き、FIT/FIP変更認定申請の要件として説明会の開催が必要
となります。 
ポスティング等の事前周知措置が許される範囲は大要以下のとおりです。 

 

 
 
また、適格事業者から適格事業者ではない者へ、発電事業者を変更する場合には、引き続き FIT/FIP変

更認定申請に際し説明会の開催が必要となるため留意が必要です 17。 
 

② 電気主任技術者に係る統括制度の要件緩和 
第３にて詳述します。 

 
③ パネル増設時における廃棄等費用の積立時期の緩和 

FIT/FIP の太陽光案件において廃棄等費用積立期間（運転開始後 10 年目～20 年目）に太陽光パネル
の増設を行った場合、増設分のパネルの廃棄等費用の積立不足額（増設時までに積み立てられていない
分）は、原則として、増設の変更認定時に一括して原則外部積立を行う必要があります。適格事業者等に
おいては、一括積立は不要であり、増設の変更認定時から積立期間の終了までの期間にわたって、残存積
立期間で除し一定の計算を行って算出される必要額を積み立てることで足りることとなります 18。 
 

④ 事業売却希望者情報の先行公開 
政府において、太陽光発電事業の現所有者に対して、FIT 調達期間/FIP 交付期間の終了後の事業継続

の計画の概要について、FIT/FIP制度に基づく定期報告により報告を求めた上で、FIT調達期間/FIP交付
 

14 説明会ガイドライン 27頁 
15 説明会ガイドライン 27頁 
16 次の（1）から（3）に掲げる区域をいいます。 

（1）発電事業計画の実施に森林法、宅地造成及び特定盛土等規制法、砂防法、地すべり等防止法又は急傾斜地の崩壊による災
害の防止に関する法律による一定の許可等が必要となる区域 

（2）土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律により指定された土砂災害警戒区域その他急傾斜地の
崩壊等が発生するおそれがある区域 

（3）自然環境の保全又は良好な景観の保全を目的として条例により指定された地域 
17 説明会ガイドライン 6頁 
18 資源エネルギー庁「廃棄等費用積立ガイドライン」（2025年 4月）13頁 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/haiki_hiyou.pdf
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期間の終了を待たず、事業の売却を希望する者を公表することとされています（公表に同意する者のみ）。
その際、適格事業者による事業集約を促進する観点から、公正な競争環境の確保にも留意しつつ、一般へ
の公表に先立って、適格事業者に先行して情報の公表が行われます（情報提供を希望する自治体に対して
も、同様に先行公表が行われます。）。 
 

第３ 長期安定適格太陽光発電事業者制度による電気主任技術者制度への影響 

1. 電気主任技術者制度 

（1） 太陽光発電設備に関する電気事業法の保安規制 
電気事業法上、事業用電気工作物を設置する者（以下「設置者」といいます。）は、事業用電気工作物を同法に基

づく技術基準に適合するように維持する義務を負っている 19ところ、当該事業用電気工作物の工事、維持及び運用
に関する保安を監督する者として、電気主任技術者を選任することが原則として義務づけられています 20、21。 
太陽光発電設備の場合、出力 50kW以上で電気主任技術者の選任が必要となります 22。 
しかしながら、近年電気主任技術者の不足が問題とされており、再生可能エネルギー発電設備等の増加や人口減

少を背景として、今後需給ギャップが大幅に拡大する可能性があるとされています 23。 
 

（2） 統括制度 
電気主任技術者は原則として設置者又はその役員若しくは従業員でなければならないものとされており 24、原則

として一つの事業場に一人の電気主任技術者を選任するものとされています。さらに、この原則形態においては事
業場に当該電気主任技術者が常時勤務していることが前提とされています 25。 
統括制度の下においてはこれらの規制が緩和されており、電圧 170,000V 未満で連系する事業場に関する電気

主任技術者の選任については、一定の要件 26を満たした場合に、一人の電気主任技術者が保安組織と一体となり複
 

19 電気事業法第 39条第 1項 
20 電気事業法第 43条第 1項 
21 前掲・注 1）「電気主任技術者制度について」8頁 
22 電気事業法第 42条第 1項括弧書き、電気事業法第 38条第 3項第 1号・第 1項、電気事業法施行規則第 48条第 2項第 1号 
23 前掲・注 1）「電気主任技術者制度について」4頁 
24 経済産業省「主任技術者制度の解釈及び運用（内規）」（2022年 9月 12日改正）（以下「内規」といいます。）第 1（1）① 
25 経済産業省産業保安・安全グループ電力安全課「主任技術者制度に関する Q&A」（2025年 4月）（以下「Q&A」といいます。）1.1 
26 ① 統括事業場において、被統括事業場の保安を一体的に確保するための組織（「保安組織」）が次に掲げる要件を全て満たすこと。 

(ア) 設置者又はその役員若しくは従業員（「設置者等」）の中から、被統括事業場の保安管理業務を指揮する電気主任技術者
（「統括電気主任技術者」）を選任していること。 

(イ) 被統括事業場の保安管理業務の実施計画に基づいた人員数を、統括事業場に確保していること。 

(ウ) 統括事業場は、被統括事業場について一定の要件を満たした監視を行い、異常が生じた場合に保安組織に通報する体制を
確保していること。 

(エ) 保安組織が通報を受けた場合において、事態の緊急性により必要と認めるときは、速やかに統括電気主任技術者に通報で
きる体制を確保していること。 

(オ) 異常が生じた場合において、緊急の対応が必要なときは、夜間、休日等であっても常に、統括電気主任技術者の指示の下
に適切な措置を行う体制を確保していること。 

(カ) 設置者は、保安管理業務の遂行体制を構築し、また、統括電気主任技術者による保安管理業務の内容の適切性及び実効性
を確認するために、あらかじめ定められた間隔で、保安管理業務のレビューを行い、必要な場合には適切な改善を図るこ
と。 

② 統括電気主任技術者として選任しようとする者が必要な電気主任技術者免状の交付を受けており、保安組織において実効性のあ
る監督及び管理ができ、異常が生じた場合において通報を受けたときは現場の状況に応じた確認や保安組織へ指示を行うなど適
切な措置をとることができること。 

③ 被統括事業場は、次に掲げる要件の全てに該当する場合を除き、統括事業場から２時間以内に到達できるところにあること。 

(ア) 被統括事業場の保安管理業務を専ら担当する技術者（「担当技術者」）として被統括事業場の規模に応じた知識及び技能を
有する者を確保していること。 

(イ) 担当技術者が常勤する事務所（「担当技術者駐在所」）が被統括事業場に２時間以内に到達できるところにあること。 

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2022/09/20220912-1-1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/syuningijutsusya_qa.pdf
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数の事業場における事業用電気工作物の保安業務を統括して行う、すなわち複数の事業場につき一人のみ電気主任
技術者を選任することが許容されています 27。 

28 
 
なお、原則形態であるいわゆる「専任」と統括とを主な点で比較した表は以下のとおりです。 
 

 
 
統括制度において統括できる被統括事業場の数は 6が目安とされており、7以上となる場合は保安管理業務の遂

行上支障となる場合が多いと考えられるため特に慎重を期すこととされています 29。なお、事業場のカウントにつ
 

(ウ) 統括事業場、担当技術者駐在所及び当該担当技術者に係る被統括事業場が、一つの一般送配電事業者又は配電事業者の供
給区域内にあること。 

(エ) 担当技術者駐在所は、被統括事業場について一定の要件を満たした監視を行い、異常が生じた場合に保安組織に通報する
体制を確保していること。 

(オ) 事態の緊急性により必要と認めるときは、速やかに担当技術者が統括電気主任技術者に通報できる体制を確保しているこ
と。 

(カ) 異常が生じた場合において、緊急の対応が必要なときは、夜間、休日等であっても常に、統括電気主任技術者の指示の下
に担当技術者が適切な措置を行う体制を確保していること。 

(キ) 担当技術者に対する保安教育、災害その他非常の場合に統括電気主任技術者、担当技術者及び保安組織がとるべき措置並
びにサイバーセキュリティの確保のために必要な措置について、保安規程に規定していること。 

④ 統括電気主任技術者が統括事業場に常駐し、やむを得ず勤務できない場合に備えあらかじめ統括電気主任技術者と同等の知識及
び経験を有する代務者を指名しておくこと。 

⑤ ①から④までに係る事項が保安規程に適切に反映されていること。 
27 電気事業法施行規則第 52条第 1項の表 6 
28 前掲・注 1）「電気主任技術者制度について」13頁 
29 内規第 3（1） 
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いては、電力系統との接続箇所が発電所から遠隔地にある場合、送電線路及び変電所を設置する場合がありますが、
これらの電気工作物を一体として運用する場合は、事業場は１とみなされます（但し、これは一つの発電所に対し
て各一つの送電線路及び変電所という形態に限り、例えば複数の発電所を同一設置者の送電線路に接続する場合は、
別事業場として取り扱われます。）30。 
 
（3） 被統括事業場における電気工作物の設置主体 
統括制度においては、複数の事業場を統括して電気主任技術者に監督させることができるものの、統括行為は、

原則として同一の設置者が一つの保安組織において複数の発電所等の保安管理を一体的に統括する場合に適用す
るものとされており、設置者が異なる事業場間での統括制度の利用は原則として認められていませんでした。 
統括による保安を行いたい複数設備について、設置者が異なるがその設置者間に資本関係等がある場合には、保

安管理上支障がない体制が構築できるとするような場合にあっては、個別にその内容を審査して妥当性を判断する
こととはされていましたが 31、どのような場合には妥当であるとして統括が可能となるかは必ずしも明らかではあ
りませんでした。 
 

2. 適格事業者の場合 

今回の適格事業者制度の導入に伴い、適格事業者であれば、設置者が、適格事業者や適格事業者が密接関係者と
なる事業者である事業場の間においても、統括制度の利用が許容されることとなりました 32。 
適格事業者の密接関係者とは、以下の者をいいます 33。 
（i） 適格事業者の社員（適格事業者が持分会社の場合） 
（ii） 適格事業者に対する議決権の過半数を保有する株主（適格事業者が株式会社の場合） 
（iii） 適格事業者に対する匿名組合出資のうち、その過半数の出資持分を保有する出資者 
（iv） 上記（i）～（iii）の者の親会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 8条第 3

項に規定する親会社をいいます。） 
 

34 

 

なお、上記のとおり統括される事業場の数が 7以上となった場合は「慎重に判断」されるものとして統括による
保安ができるかどうか必ずしも明らかではなかったところ、今回の長期安定適格太陽光発電事業者制度の導入によ
っても明文化されることはありませんでした。7以上の太陽光発電所の集約を検討する事業者においては、統括に
よる保安ができるかどうか管轄の産業保安監督部に相談の上慎重に検討する必要があるところです。 
 
 
 
  

 
30 Q&A 2.1 
31 Q&A 2.3 
32 Q&A 2.3 
33 説明会ガイドライン 30頁 
34 資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの長期安定電源化について」（2024年 10月）20頁 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/070_03_00.pdf
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